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大東市住工調和条例施行規則

平成２２年 ８月３１日

規 則 第 ２７ 号

（目的）

第１条 この規則は、大東市住工調和条例（平成２２年条例第１３号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

（届出）

第３条 条例第３条第３項に規定する大規模な住宅開発を行おうとする開発業者は、大規

模住宅開発計画申出書（様式第１号。以下「申出書」という。）に次に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画図

(3) 周辺工場等が記載された土地利用現況図

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（事前協議）

第４条 市長は、前条の申出書の提出があったときは、開発業者および次に掲げる関係者

による事前協議の場を設けるものとし、当該開発業者に対し事前協議開催通知書（様式

第２号）により通知するものとする。

(1) 販売業者

(2) 隣接する工場等の事業者の代表者

(3) 地域団体の代表者

(4) 本市における住工調和を図る目的で設立された団体の代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(説明もしくは資料提出または勧告)

第５条 市長は、条例第９条の規定により販売業者に対し説明もしくは資料の提出を求め、

または条例第１０条の規定により勧告を行うときは、その理由その他必要な事項を記載

した書面を交付しなければならない。
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(販売業者の公表)

第６条 条例第１１条第１項の規定による事実の公表は、次に掲げる事項について、告示

および広報紙等への掲載により行うものとする。

(1) 販売業者の名称または氏名

(2) 販売業者の所在地または住所

(3) 条例の規定に違反する行為の内容

(意見陳述)

第７条 市長は、条例第１１条第２項の規定により販売業者に対し意見陳述させようとす

るときは、次に掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。

(1) 当該販売業者の名称または氏名および主たる事務所の所在地または住所ならびに

法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公表しようとする事実の内容およびその理由

(3) 出席すべき期日および場所

(4) 口頭または書面により釈明ができる旨

(5) 証拠書類または証拠物を提出できる旨

(6) 第４号の釈明がない場合の措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

２ 市長は、前項の通知を受けた販売業者からやむを得ない事由があるとして、出席すべ

き期日の変更の申出を受けたときは、当該期日を変更することができる。

（委任）

第８条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。

付 則

この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。
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様式第１号（第３条関係）

大規模住宅開発計画申出書

年 月 日

（あて先）大東市長

（申出者）所在地

（住 所）

名 称 印

（氏 名）

電 話

大東市住工調和条例施行規則第３条の規定により、次のとおり申し出ます。

開発区域の位置 大東市

用途地域

開発区域の面積 ㎡

住宅の概要

建築物用途

建築物構造

建築物の階数 階

計画戸数 戸

事前協議の

連絡先、

担当者等

添付書類

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画図

(3) 周辺工場等が記載された土地利用現況図
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様式第２号（第４条関係）

第 号

年 月 日

事前協議開催通知書

様

大東市長

年 月 日付けで申出のあった住宅開発計画について、大東市住工調和

条例施行規則第４条の規定により、次のとおり事前協議を開催しますので通知します。

開催日時

開催場所

出席予定者

その他

（必要書類等）


